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令和元年塩尻市議会５月臨時会提出案件

Ⅰ 提 出 案 件 数

提 出 案 件 １ ２ 件

条 例 案 件 １ 件
人 事 案 件 ４ 件
予 算 案 件 １ 件
報 告 案 件 ６ 件

Ⅱ 提出案件の概要

【条例案件】

地方税法第３１４条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入

れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例

１ 提案理由

「地方税法」第３１４条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入

れる特定非営利活動法人の指定を取り消すため、必要な改正をするも

のです。

２ 概要

個人の市民税に係る寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れ

る特定非営利活動法人を削るものなどです。

（交流支援課）

【人事案件】

１ 教育長の任命について

教育長が令和元年６月２６日に任期満了となることに伴い、後任の

教育長を任命するものです。

２ 教育委員会委員の任命について

委員４人のうち、１人が令和元年６月２５日に任期満了となること

に伴い、後任委員を任命するものです。
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３ 公平委員会委員の選任について

委員３人のうち、１人が令和元年６月２０日に任期満了となること

に伴い、後任委員を選任するものです。

（以上 総務人事課）

４ 塩尻市辰野町中学校組合議会の議員及び辰野町塩尻市小学校

組合議会の議員の選任について

両組合議会の塩尻市の議員各７人のうち、市長が議会の同意を得て

選任した４人が令和元年６月１９日に任期満了となることに伴い、後

任議員を選任するものです。

（教育総務課）

【予算案件】

令和元年度塩尻市一般会計補正予算（第１号）

（財政課）

【報告案件】

１ 塩尻市税条例等の一部を改正する条例の専決処分報告につい

て

(1) 報告理由

「地方税法」の一部が改正（平成３１年３月２９日改正）された

ことに伴い、「塩尻市税条例等の一部を改正する条例」を去る３月

２９日に専決処分したので報告し、承認を求めるものです。

(2) 概要

ア 個人市民税について

(ｱ) 住宅ローン減税措置の対象となる期間を平成４５年度まで延

長したもの

(ｲ) 前年の合計所得金額が１３５万円以下の単身児童扶養者に対

し、平成３３年度以後の年度分から非課税とすることとしたも

の

イ 固定資産税及び都市計画税について

特定所有者不明土地を利用して行う地域福利増進事業の用に供

する土地及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標

準の特例措置を新設したもの
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ウ 軽自動車税について

特定期間において取得した三輪以上の自家用軽自動車に係る環

境性能割の臨時的軽減措置を新設したもの

（税務課）

２ 塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分

報告について

(1) 報告理由

「地方税法施行令」の一部が改正（平成３１年３月２９日改正）

されたことに伴い、「塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例」を去る３月２９日に専決処分したので報告し、承認を求める

ものです。

(2) 概要

ア 基礎課税額の課税限度額を５８万円から６１万円に引き上げた

もの

イ 低所得者世帯に対する国民健康保険税の減額措置について、所

得要件を緩和したもの

（市民課）

３ 損害賠償の額の決定の専決処分報告について

(1) 報告理由

損害賠償の額の決定について、去る４月１９日に専決処分したの

で報告するものです。

(2) 概要

ア 損 害 賠 償 の 額 ２１１，３５６ 円

市側の過失割合 １００パーセント

イ 事故発生年月日 平成３１年２月１５日

ウ 事 故 発 生 場 所 塩尻市大字広丘吉田

市道下り側道吉田線

エ 事 故 の 状 況

市道下り側道吉田線のグレーチングが、対向車線の工事箇所を

避けようとした自動車が乗ったことにより跳ね上がり、当該自動

車の左側面ドア等を破損したものです。
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４ 損害賠償の額の決定の専決処分報告について

(1) 報告理由

損害賠償の額の決定について、去る４月１９日に専決処分したの

で報告するものです。

(2) 概要

ア 損 害 賠 償 の 額 ３，９４２ 円

市側の過失割合 ５０パーセント

イ 事故発生年月日 平成３１年３月８日

ウ 事 故 発 生 場 所 塩尻市大字洗馬

市道岩垂横１２号線

エ 事 故 の 状 況

市道岩垂横１２号線を南西へ走行中の自動車が、道路の舗装の

欠損部に車輪を落とし、左側後輪のタイヤを破損したものです。

５ 損害賠償の額の決定の専決処分報告について

(1) 報告理由

損害賠償の額の決定について、去る４月１９日に専決処分したの

で報告するものです。

(2) 概要

ア 損 害 賠 償 の 額 ３，９７５ 円

市側の過失割合 ５０パーセント

イ 事故発生年月日 平成３１年３月１０日

ウ 事 故 発 生 場 所 塩尻市大字洗馬

市道岩垂横１２号線

エ 事 故 の 状 況

市道岩垂横１２号線を南西へ走行中の自動車が、道路の舗装の

欠損部に車輪を落とし、左側前輪のタイヤを破損したものです。

（以上 建設課）

６ 平成３０年度塩尻市一般会計補正予算（第１３号）の専決処

分報告について

（財政課）


